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２
０
２
７
年
度
の
次
期
介
護

保
険
制
度
改
革
を
巡
り
、

現
在
は
無
料
の
ケ
ア
プ
ラ
ン（
介

護
計
画
）作
成
等
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省

は
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
等
の

入
居
者
に
自
己
負
担
を
求
め
る
方

針
を
打
ち
出
し
た
。
18
年
度
に
財

務
省
が
有
料
化
を
提
唱
し
て
以
降
、

判
断
を
避
け
続
け
て
き
た
厚
労
省

だ
が
、
今
回
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
利

用
時
の
自
己
負
担
割
合
が
２
割
と

な
る
対
象
者
の
拡
大
を
又
先
送
り

し
た
負
い
目
も
有
り
、
財
務
省
↘

の
攻
勢
を
躱
せ
な
か
っ
た
様
だ
。

　
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
費
は
、
介

護
保
険
制
度
発
足
以
来
全
額
保
険
給
付
さ
れ
、
利
用
者
の
自

己
負
担
は
ゼ
ロ
だ
。
介
護
給
付
費
の
増
大
に
伴
っ
て
18
年
度

以
降
は
３
年
に
１
度
の
制
度
改
革
の
度
に
有
料
化
が
取
り
沙

汰
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
は
介
護
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の「
入
り
口
」で
も
あ
る
。
１
割
負
担

で
も
支
払
い
は
１
人
当
た
り
１
０
０
０
円
以
上
と
見
ら
れ
、

有
料
化
に
つ
い
て
は
議
論
の
都
度「
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
手
控

え
に
繋
が
る
」「
利
用
手
控
え
が
要
介
護
度
の
重
度
化
を
招
き
、

結
局
は
給
付
増
に
な
る
」と
の
意
見
が
勝
り
、
先
送
り
が
続

い
て
き
た
。

　
し
か
し
、
介
護
保
険
の
費
用
は
年
々
増
え
、
23
年
度
の
給

付
費
は
10
兆
８
２
６
３
億
円
と
過
去
最
高
を
更
新
し
た
。
↘

さ
れ
る
見
込
み
な
の
は
、
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
と
サ
ー

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
だ
。
何
故
、
こ
れ
等
の
施
設
が

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
厚
労
省

は
、
現
在
も
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
介
護
施
設
で
は
施

設
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
契
約
に
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
含
ま
れ
、

入
居
者
は
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
費
も
含
め
て
契
約
料
を
支
払

っ
て
い
る
事
を
挙
げ
る
。
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
等
は
制

度
上「
自
宅
」扱
い
だ
が
、実
態
は
入
居
介
護
施
設
同
様
の
運

営
が
多
い
と
し
て「
公
平
性
の
観
点
」を
持
ち
出
し
た
の
だ
。

　
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
有
料
化
に
つ
い
て
は
、
日
頃
厚
労

省
と
二
人
三
脚
で
政
策
を
進
め
る
自
民
党
厚
労
族
の
１
人
も

「
こ
れ
は
ア
ウ
ト
。
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
我
慢
す

る
人
が
増
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
財
務
省
の
本
音
か
も
知
れ

な
い
が
、
や
っ
て
は
い
け
な
い
政
策
だ
」と
批
判
す
る
。

　
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
巡
っ
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
望
む

入
居
者
に
系
列
の
介
護
事
業
所
を
使
わ
せ
過
剰
な
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
、入
居
者
の「
囲
い
込
み
」が
問
題
化
し
て
い
る
。

厚
労
省
は
こ
の
問
題
に
メ
ス
を
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
系
列
業
者
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
よ
る

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
有
料
化
す
る
な
ら
、
国
が「
囲
い
込

み
」を
助
長
す
る
事
に
も
な
り
兼
ね
な
い
。
社
会
保
障
審
議

会
介
護
保
険
部
会
の
メ
ン
バ
ー
の
１
人
は
こ
う
し
た
点
を
指

摘
し
た
上
で
、「
公
平
性
を
言
う
な
ら
、
一
般
の
自
宅
に
住
む

人
は
引
き
続
き
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
無
料
な
の
に
、
施
設

の
人
は
有
料
と
な
る
。
住
む
場
所
で
負
担
が
変
わ
る
な
ん
て
、

こ
ち
ら
の
方
が
不
公
平
だ
」と
切
り
捨
て
る
。

　
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
有
料
化
で
浮
く
費
用
は
小
さ
い
と

見
ら
れ
、
約
11
兆
円
に
及
ぶ
給
付
費
全
体
か
ら
見
た
抑
制
効

果
は
限
定
的
だ
。「
公
平
性
」を
理
由
に「
何
れ
全
利
用
者
に

負
担
を
求
め
る
様
に
な
る
」（
厚
労
族
）可
能
性
は
高
い
。
黙

り
を
決
め
込
む
厚
労
省
幹
部
に
代
わ
り
、
元
同
省
老
健
局
幹

部
の
Ｏ
Ｂ
は
後
輩
達
の
心
情
を
推
測
す
る
。「
２
割
負
担
の

対
象
者
拡
大
が
間
に
合
わ
ず
、
27
年
度
改
革
に
盛
り
込
め
る

か
分
か
ら
な
い
。
現
時
点
で
唯
一
の
給
付
抑
制
策
と
言
え
る

の
が
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
有
料
化
で
、
こ
れ
だ
け
は
引
っ

込
め
る
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
」。

金
額
が
介
護
保
険
制
度

発
足
時
の
約
３
・
３
倍

に
膨
ら
む
中
、
今
回
は

厚
労
省
も「
年
貢
の
納

め
時
」（
財
務
省
幹
部
）

と
な
り
、
追
い
込
ま
れ

た
挙
げ
句
、
ケ
ア
プ
ラ

ン
の
有
料
化
案
と
し
て

①
全
て
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
者
が
所
得
に
応

じ
て
負
担
す
る
、
②
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者
を

対
象
と
す
る
、
③
給
付
管
理
業
務
の
実
費
相
当
分
を
徴
収
す

る
―
―
と
の
３
案
を
示
し
て
い
た
。

　
こ
の
内
、
本
命
案
と
し
て
残
っ
た
の
は
②
で
、
有
料
化
↖

第
216
回
介
護
保
険
制
度
改
革
で
有
料
化
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
さ
れ
た
の
は


